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七尾市と石川労働局は雇用対策協定を締結します 

 

 七尾市（市長  茶谷
ちゃたに

 義
よ し

隆
たか

）と石川労働局（局長 長嶋
ながしま

 政
まさ

弘
ひろ

）は、「第２期七尾市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる「担い手を育て、地域産業を支える」

の実現を目指し、企業立地・誘致の推進や市内基幹産業の育成と支援など、雇用

の安定に関する課題に対して相互に密接に連携して取り組むことを目的として、

雇用対策協定を締結します。 

※締結式当日は、撮影及び締結式後の取材を可能とします。 

石川労働局発表 

令和 4年 7月 29日（金） 

【照会先】 

職業安定部職業安定課 

課    長  諸田 一良 

課長補佐  山口 明弘 

電  話   076（265）4427 

Press Release 

◆協定締結式 

 ○日 時  令和 4 年 8 月 5 日（金）15 時 30 分～ 

 ○場 所  七尾市役所 本庁舎 2 階 201 会議室（七尾市袖ケ江町イ部 25 番地） 

 ○出席者  七尾市長 茶谷 義隆 / 石川労働局長 長嶋 政弘 

 ○締結式の内容 協定の趣旨説明・協定書の署名 

◆協定の内容等 

 別添１「七尾市雇用対策協定（概要）」、別添２「七尾市雇用対策協定（案）」をご参照 

ください。 

◆雇用対策協定の締結状況 

 ●雇用対策協定は、地方自治体と労働局が、雇用に関する地域の課題に対する共通認

識を持ち、役割分担、連携方法を明確化し、一体となって雇用対策に取り組むこと

を目的とするもの 

 ●石川労働局と県内基礎自治体との協定締結は七尾市で５か所目 

これまでは、平成 29 年 9 月に珠洲市、平成 30 年 1 月に金沢市、平成 30 年 7 月に

志賀町、令和元年 7 月に羽咋市と協定を締結 

 ●石川県とは平成 28 年 3 月に協定を締結 

1



七
尾
市
雇
用
対
策
協
定
（概

要
）

七
尾
市
と
石
川
労
働
局
は
、
「
第
２
期
七
尾
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
に
掲
げ
る
「
担
い
手
を
育
て
、
地
域
産
業
を
支
え
る
」

の
実
現
を
目
指
し
、
企
業
立
地
・
誘
致
の
推
進
や
市
内
基
幹
企
業
の
育
成
と
支
援
な
ど
、
雇
用
の
安
定
に
関
す
る
課
題
に
対
し
て
相
互
に
密
に
連
携

し
て
取
り
組
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

《
共
同
で
取
り
組
む
事
業
（
案
）
》

○
地
元
求
職
者
・
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
希
望
者
等
を
対
象
と
し
た
｢
企
業
説
明
・
面
接
会
｣及

び
障
害

者
を
対
象
と
し
た
「
障
害
者
就
職
説
明
・
面
接
会
」
を
開
催
す
る
ほ
か
、
高
年
齢
者
等
の

「
幅
広
い
人
材
の
活
用
」
に
つ
い
て
企
業
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
就
職
支
援
を
行
う

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
求
人
情
報
を
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
す
る
ほ
か
、
七
尾
市
の
月
刊
広
報

誌
「
広
報
な
な
お
」
の
情
報
通
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
な
な
お
及
び
ラ
ジ
オ
な
な
お
に
お
い
て
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
就
職
活
動
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
等
を
掲
載
周
知
し
、
潜
在
的
な
人
材
を
確
保

す
る

①
市
内
企
業
の
人
材
確
保

②
求
人
情
報
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の

支
援
メ
ニ
ュ
ー
等
の
発
信

③
障
害
者
の
就
職
支
援

１
協
定
の
目
的

２
協
定
締
結
の
メ
リ
ッ
ト

３
協
定
に
基
づ
く
取
組
事
項
（
案
）

○
課
題
を
共
有
・
見
え
る
化

○
課
題
に
対
す
る
双
方
の
役
割
の
整
理
・
明
確
化

○
課
題
に
対
す
る
施
策
の
目
標
を
設
定
・
共
有
し
、
一
体
的
に

実
施

○
運
営
協
議
会
※
を
設
置
し
、
連
携
体
制
の
構
築
、
連
絡
調
整
機
能
の
強
化
に
よ
る
一
層
の
連
携
推
進

○
協
定
に
基
づ
き
相
互
に
必
要
な

要
請
が
可
能

※
運
営
協
議
会

・
雇
用
対
策
協
定
に
基
づ
き
、
七
尾
市
（
産
業
振
興
課
、
企
画
政
策
課
）
及
び
石
川
労
働
局
（
職
業
安
定
課
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
七
尾
）
で
構
成
す
る
運
営
協
議
会
を
設
置

・
毎
年
度
の
事
業
計
画
の
策
定
・
見
直
し
、
事
業
評
価
、
そ
の
他
連
携
事
業
の
運
営
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
・
決
定

【
参
考
】
雇
用
対
策
協
定
と
は
？

・地
方
自
治
体
と
労
働
局
が
、
雇
用
に
関
す
る
地
域
の
課
題
に
対
す
る
共
通
認
識
を
持
ち
、
役
割
分
担
、
連
携
方
法
を
明
確
化
し
、
一
体
と
な
っ
て
雇
用
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的

と
し
て
締
結
す
る
も
の
。

・石
川
労
働
局
と
県
内
基
礎
自
治
体
と
の
協
定
締
結
は
七
尾
市
で
５
か
所
目

・こ
れ
ま
で
は
、
平
成
29
年
9月

に
珠
洲
市
、
平
成
30
年
1月

に
金
沢
市
、
平
成
30
年
7月

に
志
賀
町
、
令
和
元
年
7月

に
羽
咋
市
と
協
定
を
締
結

・石
川
県
と
は
平
成
28
年
3月

に
協
定
を
締
結

七
尾
市

厚
生
労
働
省
石
川
労
働
局

別
添
１
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別添２ 

七尾市雇用対策協定（案） 

 
（目的） 

第１条 この協定は七尾市と厚生労働省石川労働局（以下「石川労働局」という。）が、「第

２期七尾市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる「担い手を育て、地域産業を支え

る」の実現を目指し、企業立地・誘致の推進や市内基幹企業の育成と支援など、雇用の安

定に関する課題に対して相互に密接に連携して取り組むことを目的として締結する。 

 

（事業内容） 

第２条 七尾市及び石川労働局は、前条の目的を達成するため、具体的な取組、実施方法

及び数値目標を事業計画として毎年定めるものとする。 

２ 前項の事業計画の策定及び事業計画に定めた取組の実施状況の評価等は、七尾市及び

石川労働局が共同で設置する運営協議会が実施するものとする。 

 

（要請等） 

第３条 七尾市長及び石川労働局長は、それぞれが取り組む施策の推進に資するため必要

な要請を相互に行うことができるものとする。 

２ 七尾市長及び石川労働局長は、前項の要請に対して、誠実に対応するものとする。 

 

（秘密保持） 

第４条 この協定に基づく雇用対策に関する取組において、七尾市及び石川労働局が相互

に開示する情報については、互いに秘密を保持することとする。ただし、事前に相手方

の承諾を得られた場合は、この限りではない。 

 

（その他） 

第５条 この協定に定めのない事項が生じたとき又はこの協定に定める事項を変更しよう

とするときは、七尾市及び石川労働局は誠意をもって協議し、定めるものとする。 

２ 協定締結当事者に変更があった場合であっても、他に定めのない時は、新たな協定が

締結されるまでの間、この協定を有効とする。 

 

附 則 

 この協定は、締結する日から実施する。 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、七尾市長及び石川労働局長が署名の

うえ、各自その１通を保有するものとする。 

 

（協定締結当事者） 

  令和  年  月  日 

 

七尾市長 

 

 

厚生労働省石川労働局長 
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